
 

 

 

 

 

 

 

文京区国民保護計画 
 

 

[資料編] 



目 次 

 

１ 実施体制  

１ 区対策本部の構成 ･････････････････････････････････････････････････ 1 

２ 通信連絡体制 ･････････････････････････････････････････････････････  3 

３ 被災情報の収集報告系統（無線系統図）･･･････････････････････････････  4 

２ 関係機関  

１ 関係機関 ･････････････････････････････････････････････････････････  5 

３ 救援  

 １ 救援の程度及び方法の基準 ･････････････････････････････････････････  7 

２ 動物の保護等に関する通知 ･････････････････････････････････････････ 12 

 ３ 安否情報省令 ･････････････････････････････････････････････････････ 13 

４ 特殊標章  

１ 特殊標章等交付要綱 ･･･････････････････････････････････････････････ 20 

 ２ 特殊標章及び身分証明書 ･･･････････････････････････････････････････ 29 

５ 法令  

 １ 国民保護法（抜粋）･････････････････････････････････････････････････ 30 

 ２ 事態対処法（抜粋） ････････････････････････････････････････････････ 42 

 ３ 文京区国民保護協議会条例 ･･････････････････････････････････････････ 45 

 ４ 文京区国民保護対策本部条例 ････････････････････････････････････････ 46 
 



  資料編－1－ 

【本編第 3 編第 2 章 52 頁参照】 

 

 

 

部名等 班長、部長及び部長補佐 班又は部に属する行政組織 

本部事務局 局長 危機管理室長  

局長補佐 企画政策部長 

総務部危機管理課長 

 

総括班班長 総務部総務課長 総務部総務課 

総務部危機管理課 

対策班班長 総務部防災課長 総務部防災課 

情報通信班班長 企画政策部企画課長 企画政策部企画課 

企画政策部情報政策課 

広報班班長 企画政策部広報課長 企画政策部広報課 

庶務班班長 総務部職員課長 職員部職員課 

国民保護 

総務部 

部長 総務部長 企画政策部財政課 

総務部総務課 

施設管理部施設管理課（※１） 

会計管理室 

選挙管理委員会事務局 

区議会事務局 

部長補佐 会計管理者 

区議会事務局長 

国民保護 

区民部 

部長 区民部長 区民部区民課 

区民部経済課 

区民部戸籍住民課 

アカデミー推進部アカデミー推進課 

アカデミー推進部スポーツ振興課 

資源環境部環境政策課 

資源環境部リサイクル清掃課 

資源環境部文京清掃事務所 

部長補佐 アカデミー推進部長 

資源環境部長 

避難・誘導部 部長 監査事務局長 総務部税務課 

福祉部国保年金課 

子ども家庭部子ども家庭支援センター 

教育推進部学務課 

教育推進部児童青少年課 

真砂中央図書館 

監査事務局 

部長補佐 総務部税務課長 

福祉部国保年金課長 

国民保護 

保育部 

部長 子ども家庭部長 子ども家庭部子育て支援課 

子ども家庭部幼児保育課 部長補佐 子ども家庭部子育て支援

課長 

医療救護部 部長 保健衛生部長 保健衛生部生活衛生課 

保健衛生部健康推進課 

保健衛生部予防対策課 

保健サービスセンター 

部長補佐 保健衛生部生活衛生課長 

保健衛生部健康推進課長 

保健衛生部予防対策課長 
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部名等 班長、部長及び部長補佐 班又は部に属する行政組織 

国民保護 

福祉部 

部長 福祉部長 福祉部福祉政策課 

福祉部高齢福祉課 

福祉部障害福祉課 

福祉部生活福祉課 

福祉部介護保険課 

部長補佐 福祉部福祉政策課長 

国民保護 

建築部 

部長 都市計画部長 都市計画部都市計画課 

都市計画部地域整備課 

都市計画部住環境課 

都市計画部建築指導課 

施設管理部施設管理課（※２） 

部長補佐 施設管理部長 

都市計画部都市計画課長 

国民保護 

土木部 

部長 土木部長 総務部契約管財課 

土木部管理課 

土木部道路課 

土木部みどり公園課 

部長補佐 土木部管理課長 

国民保護 

教育部 

部長 教育推進部長 教育推進部教育総務課 

教育推進部教育指導課 

教育推進部児童青少年課 

教育センター 

部長補佐 教育推進部教育総務課長 

 

(※１)平成 29 年 4月 1 日以降は、「施設管理部施設管理課・施設管理部保全技術課」と読み替える。 

(※２)平成 29 年 4月 1 日以降は、「施設管理部整備技術課」と読み替える。 
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                      【本編第 2 編第 1 章 31 頁参照】 
                           
 

通信連絡系統図 
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気 象 庁 

 
 

総務省消防庁 

 
 
厚 生 労 働 省

 
自 衛 隊  

 
指定地方行政機関 
 
指 定 公 共 機 関  
 
指定地方公共機関 
 
そ の 他 

 
 

 
 
厚 生 労 働 省

 
   

 
 

   

 
東 京 
消 防 庁 

 
文京区国民保護対
策本部又は緊急対
処事態対策本部 

東京都国民保護対

策本部又は緊急対

処事態対策本部 

の
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                      【本編第 2 編第 1 章 36 頁参照】 
 

 

無線系統図 

 

 
東京都国民保

護対策本部又

は緊急対処事

態対策本部 

文京区国民保護対策本部又は

緊急対処事態対策本部 

東 京 都 防 災 機 関 

他都市国民保護対策本部又は

緊急対処事態対策本部 

音羽地域活動センター 

湯島地域活動センター 

向丘地域活動センター 

根津地域活動センター 

汐見地域活動センター 

駒込地域活動センター 

富 坂 警 察 署 

大 塚 警 察 署 

本 富 士 警 察 署 

駒 込 警 察 署 

小 石 川 消 防 署 

本 郷 消 防 署 

東 京 ガ ス 東 部 ｶ ﾞ ｽ ﾗ ｲ ﾄ 2 4 

東 京 電 力 大 塚 支 社

水 道 局 文 京 営 業 所

下 水 道 局 文 京 出 張 所 

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 東 京 東 支 店 

小 石 川 医 師 会 

大塚地域活動センター 

文 京 区 医 師 会 

避難所（区立小・中学校等） 

本 部 用 

大原地域活動センター 

礫川地域活動センター 

屋外子局 96 局（学校・公園等） 

戸別受信機 【区立小･中学校、区有施設、

医師会、大学、町会、警察・消防署等】 

210～213 

220～223 

230～233 

240～243 

250～253 

260～263 

270～273 

280～283 

290～293 

110 

111 

112 

113 

119 

120 

911 

921 

931 

941 

951 

961 

962 

501～521・551～562 

601～621 

（呼出番号） 

（多重無線） 

（全国共通波） 

【地域防災無線（移動系）】 
情報収集・伝達用 

【固定系】 
区民への広報用 

資料１－３ 
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                    【本編第 2 編第１章 28 頁参照】 
 
 

関係機関一覧 

【指定行政機関など】 

名称 担当部署 所 在 地 

総務省消防庁 
国民保護・防災部 

国民保護室 
国民保護運用室 

〒100-8927 
千代田区霞が関 2-1-2 

国土交通省 東京国道事務所万世橋出張所 〒101-0021   
千代田区外神田 1-1-14 

陸上自衛隊第一師団 第１普通科連隊第２中隊 〒179-0081 
練馬区北町 4-1-1 

【東京都】 

名称 担当部署 所 在 地 

総務局 
総合防災部 防災管理課 〒163-8001 

新宿区西新宿 2-8-1 
建設局 
第六建設事務所 庶務課 〒120-0025 

足立区千住東 2-10-10 
交通局 
巣鴨駅務管区  〒170-0002 

豊島区巣鴨 3-27-7 

水道局文京営業所 庶務課 〒113-0024 
文京区西片 2-16-23 

下水道局 
北部下水道事務所 庶務課 〒111－0051 

台東区蔵前 2-1-8 

【警視庁】 

名称 担当部署 所 在 地 

警視庁第五方面本部  〒112-0003 
文京区春日 1-5-12 

富坂警察署 警備課 〒112-0002 
文京区小石川 2-14-2 

大塚警察署 警備課 〒112-0013 
文京区音羽 2-12-26 

本富士警察署 警備課 〒113-0033 
文京区本郷 7-1-7 

駒込警察署 警備課 〒113-0021 
文京区本駒込 2-28-18 
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【東京消防庁】 

名称 担当部署 所 在 地 

第五消防方面本部  〒171-0021 
豊島区西池袋 2-37-8 

小石川消防署 警防課 〒113-0001 
文京区白山 3-3-1 

小石川消防団 本部 〒113-0001 
文京区白山 3-3-1 

本郷消防署 警防課 〒113-0033 
文京区本郷 7-1-11 

本郷消防団 本部 〒113-0033 
文京区本郷 7-1-11 

【指定公共機関など】 

名称 担当部署 所 在 地 
日本郵便株式会社 
小石川郵便局 総務課 〒112-0002 

文京区小石川 4-4-2 
日本郵便株式会社 
本郷郵便局 総務課 〒113-0033 

文京区本郷 6-1-15 
東日本電信電話株式会社 
東京東支店 企画総務部 〒110-0005 

台東区上野 5-24-11 
東京電力パワーグリッド（株） 
大塚支社 企画総括グループ 〒170-0004 

豊島区北大塚 2-33-17 
東京ガス（株） 
東部支店 総務広報部 〒135-0003 

江東区猿江 2-15-5 
首都高速道路（株） 
東京西局 

総務・経理 
グループ 

〒102-0093 
千代田区平河町 2-16-3 

東京地下鉄（株） 
後楽園駅務管区  〒112-0003 

文京区春日 1-2-3 

小石川医師会 事務局 〒112-0002 
文京区小石川 5-6-9 

文京区医師会 事務局 〒113-0022 
文京区千駄木 2-26-8 

小石川歯科医師会 事務局 〒112-0002 
文京区小石川 4-20-3-101 

文京区歯科医師会 事務局 〒113-0033 
文京区本郷 5-29-13-308 

文京区薬剤師会 事務局 〒112-0012 
文京区大塚 4-39-13 
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                          【本編第 3 編第 6 章 80 頁参照】 
 
 

  救援の程度及び方法の基準 
 

根拠 

法令 
救援の種類 対  象 費用の限度額 備  考 

Ⅰ 

収
容
施
設
の
供
与 

避
難
所 

避難

所の

設置 

避難住民又は武力攻撃

災害により現に被害を

受け、若しくは被害を受

けるおそれのある者を

収容するもの 

 (基本額) 

避難所設置費 

１人１日当り ３２０円以

内 

 (加算額) 

冬期(10-3 月) 

別に定める額を加算した額 

１ 費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員等雇上

費、消耗器材費、建物の使用謝金、

器物の使用謝金、借上費又は購入

費、光熱水費並びに仮設便所等の

設置費 

２ 福祉避難所を設置した場合

は、通常の実費を加算 

長期

避難

住宅

の設

置 

（収容する期間が長期

にわたる場合、又は長期

にわたるおそれがある

場合には、長期避難住宅

を設置し、収容可） 

１ 規格 

 １戸当り ２９.７㎡（９

坪）を標準とする。 

２ 限度額 １戸当り 

 ２,６６０,０００円以内 

３ 設置費 

 (基本額) 

１人１日当り ３２０円以

内 

 (加算額) 

冬期(10-3 月) 

別に定める額を加算した額 

１ 長期避難住宅の設置、維持及

び管理のための賃金職員等雇上

費、消耗器材費、建物の使用謝金、

器物の使用謝金、借上費又は購入

費、光熱水費 

２ 一団で概ね５０戸以上設置し

た場合、集会等施設を設置可。規

模、費用は別に定める。 

３ 生活に配慮を要する高齢者等

を複数収容するため、老人居宅介

護等向きの構造・設備を有する施

設を設置可 

４ これに代えて賃貸住宅、宿泊

施設等の居室の借上げにより収容

可 

応
急
仮
設
住
宅 

避難指示解除後又は武

力攻撃災害により新た

に被害を受けるおそれ

がなくなった後、武力攻

撃災害により住家が全

壊、全焼又は流失し、居

住する住家がない者で

あって、自らの資力では

住宅を得ることができ

ないもの 

１ 規格 

 １戸当り ２９.７㎡（９

坪） を標準とする。 

２ 限度額 １戸当り 

 ２,６６０,０００円以内 

１ 一団で概ね５０戸以上設置し

た場合、集会等施設を設置可。規

模、費用は別に定める。 

２ 生活に配慮を要する高齢者等

を複数収容するため、老人居宅介

護等向きの構造・設備を有する施

設を設置可 

３ これに代えて賃貸住宅、宿泊

施設等の居室の借上げにより収容

可 

資料３－１ 
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根拠 

法令 
救援の種類 対  象 費用の限度額 備  考 

Ⅱ 

炊き出

しその

他によ

る食品

の給与

及び飲

料水の

供給 

炊き

出し

その

他に

よる

食品

の給

与 

１ 避難所に収容され

た者 

２ 武力攻撃災害によ

り住家に被害を受けて

炊事できない者 

３ 避難指示に基づき

又は武力攻撃災害によ

り住家に被害を受け避

難する必要のある者 

１人１日（３食）当り 

 １,１１０円以内 

 

   

 

１ 主食、副食及び燃料等経費 

２ 被災者が直ちに食することが

できる現物による 

飲料

水の

供給 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り現に飲料水を得るこ

とができない者 

当該地域における通常の実

費 

水の購入費、給水又は浄水に必要

な機械又は器具の借上費、修繕費

及び燃料費並びに薬品又は資材の

費用 

Ⅲ 

被服、寝具その

他生活必需品

の給与又は貸

与 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り、生活上必要な被服、

寝具その他生活必需品

を喪失又は損傷し、直ち

に日常生活を営むこと

が困難な者 

１ 季別、世帯区分により

一世帯当たり下表の額の範

囲内 

２ 季別は、夏季(4-9 月)

及び冬季とし、給与等日を

もって決定 

次の品目の範囲内で現物 

 イ 被服、寝具及び身の回り品 

 ロ 日用品 

 ハ 炊事用具 

 ニ 光熱材料 

 

 

  

  

Ⅳ 

医
療
の
提
供
及
び
助
産 

医 

療 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り医療の途を失った者 

(応急的処置) 

１ 救護班による場合 使

用した薬剤、治療材料、破

損医療器具修繕費等の実費 

２ 病院又は診療所による

場合 国民健康保険の診療

報酬額以内 

３ 施術所による場合 協

定料金の額以内 

○救護班における実施が原則 

○急迫時やむを得ない場合は、病

院若しくは診療所又は施術所（マ

ッサージ、はり等）における医療

の実施可 

○次の範囲内で実施 

１ 診療 

２ 薬剤又は治療材料の支給 

３ 処置、手術その他の治療及び

施術 

４ 病院又は診療所への収容 

５ 看護 

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 
６人以上
１人増す
ごとに加算

夏 18,400 
円以内 

23,700 
円以内 

34,900
円以内

41,800 
円以内 

53,000 
円以内 

7,800 円 
 以内 

冬 30,400 
円以内 

39,500 
円以内 

55,000
円以内

64,300 
円以内 

80,900 
円以内 

11,100 円 
  以内 

季 
別 

世帯人数 
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根拠 

法令 
救援の種類 対  象 費用の限度額 備  考 

助 

産 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り助産の途を失った者 

１ 救護班等による場合 

使用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合 

慣行料金の８０/１００ 

以内の額 

○次の範囲内で実施 

１ 分べんの介助 

２ 分べん前及び分べん後の処置 

３ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生

材料の支給 

Ⅴ 
被災者の捜索 

及び救出 

避難指示解除後又は武

力攻撃災害により新た

に被害を受けるおそれ

がない場合で、次の者の

捜索、救出 

武力攻撃災害により 

１ 現に生命、身体が危

険な状態にある者 

２ 生死不明の状態に

ある者 

当該地域における通常の実

費 

舟艇その他救出のための機械、器

具等の借上費又は購入費、修繕費

及び燃料費 

Ⅵ 埋葬及び火葬 
武力攻撃災害の際死亡

した者 

一体当り 

 大人 

  ２１０,４００円以内 

 小人 

  １６８,３００円以内 

○死体の応急的処理程度のものを

行う 

○原則として棺又は棺材の現物を

もって行う 

○次の範囲内で実施 

１ 棺（附属品を含む。） 

２ 埋葬又は火葬 

 （賃金職員等雇上費を含む。） 

３ 骨つぼ又は骨箱 

Ⅶ 

電話その他の

通信設備の提

供 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り、通信手段を失った者 

当該地域における通常の実

費 

○電話、インターネットその他必

要な通信設備を避難所に設置し、

避難住民等に利用させることによ

り実施 

○消耗器材費、器物の使用謝金、

借上費又は購入費、設備設置費及

び通信費 

 

Ⅷ 
① 

武力攻撃災害

を受けた住宅

の応急修理 

避難指示解除後又は武

力攻撃災害により新た

に被害を受けるおそれ

がなくなった後、武力攻

撃災害により住家が半

壊、半焼し、自らの資力

では応急修理をするこ

とができない者又は大

規模な補修を行わなけ

れば居住することが困

難である程度に住家が

半壊したものに対して

行うものであること。 

１世帯当り 

 ５７６,０００円以内 

○居室、炊事場、便所等日常生活

に必要最小限度の部分に対して実

施 

○現物をもって実施 
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根拠 

法令 
救援の種類 対  象 費用の限度額 備  考 

助 

産 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り助産の途を失った者 

１ 救護班等による場合 

使用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合 

慣行料金の８０/１００ 

以内の額 

○次の範囲内で実施 

１ 分べんの介助 

２ 分べん前及び分べん後の処置 

３ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生

材料の支給 

Ⅴ 
被災者の捜索 

及び救出 

避難指示解除後又は武

力攻撃災害により新た

に被害を受けるおそれ

がない場合で、次の者の

捜索、救出 

武力攻撃災害により 

１ 現に生命、身体が危

険な状態にある者 

２ 生死不明の状態に

ある者 

当該地域における通常の実

費 

舟艇その他救出のための機械、器

具等の借上費又は購入費、修繕費

及び燃料費 

Ⅵ 埋葬及び火葬 
武力攻撃災害の際死亡

した者 

一体当り 

 大人 

  ２１０,４００円以内 

 小人 

  １６８,３００円以内 

○死体の応急的処理程度のものを

行う 

○原則として棺又は棺材の現物を

もって行う 

○次の範囲内で実施 

１ 棺（附属品を含む。） 

２ 埋葬又は火葬 

 （賃金職員等雇上費を含む。） 

３ 骨つぼ又は骨箱 

Ⅶ 

電話その他の

通信設備の提

供 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り、通信手段を失った者 

当該地域における通常の実

費 

○電話、インターネットその他必

要な通信設備を避難所に設置し、

避難住民等に利用させることによ

り実施 

○消耗器材費、器物の使用謝金、

借上費又は購入費、設備設置費及

び通信費 

 

Ⅷ 
① 

武力攻撃災害

を受けた住宅

の応急修理 

避難指示解除後又は武

力攻撃災害により新た

に被害を受けるおそれ

がなくなった後、武力攻

撃災害により住家が半

壊、半焼し、自らの資力

では応急修理をするこ

とができない者又は大

規模な補修を行わなけ

れば居住することが困

難である程度に住家が

半壊したものに対して

行うものであること。 

１世帯当り 

 ５７６,０００円以内 

○居室、炊事場、便所等日常生活

に必要最小限度の部分に対して実

施 

○現物をもって実施 
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根拠 

法令 
救援の種類 対  象 費用の限度額 備  考 

② 学用品の給与 

避難指示に基づく避難

又は武力攻撃災害によ

り学用品を喪失又は損

傷し、就学上支障のある

小学校児童・中学校生

徒、高等学校等生徒 

１ 教科書代  

○小中学校児童・生徒 

 教科書及び教科書以外の

教材で、教育委員会に届け

出又はその承認を受けて使

用している教材実費 

○高等学校等生徒 

 正規授業で使用する教材

実費 

２ 文房具費及び通学用品

費 

〇小学校児童 

１人当たり ４,３００円 

〇中学校生徒 

ｌ人当たり ４,６００円 

〇高等学校等生徒 

ｌ人当たり ５,０００円 

○避難指示が長期間解除されない

場合又は武力攻撃災害が長期間継

続している場合は、必要に応じ再

実施可 

○小学校児童・中学校生徒 

 盲、聾、養護学校の小学部児童、

中学部生徒及び中等教育学校前期

課程生徒 

○高等学校等生徒 

 高等学校（定時・通信制含む。）、

中等教育学校後期課程、盲、聾、

養護学校の高等部、高等専門・専

修・各種学校の生徒 

Ⅷ 

 

 

 

③ 

死
体
の
捜
索
及
び
処
理 

死
体
の
捜
索 

避難指示解除後又は武

力攻撃災害により新た

に被害を受けるおそれ

がない場合、武力攻撃災

害により現に行方不明

の状態にあり、かつ、各

般の事情によりすでに

死亡していると推定さ

れる者 

当該地域における通常の実

費 

舟艇その他捜索のための機械、器

具等の借上費又は購入費、修繕費

及び燃料費 

死
体
の
処
理 

武力攻撃災害の際死亡

した者の、死体に関する

処理（埋葬を除く｡）  

１ 洗浄､縫合、消毒等 

一体当り３,４００円以内 

２ 一時保存 

○一時収容の既存建物借上

費 通常の実費 

○既存建物以外 

一体当り５,３００円以内 

 ※ドライアイス購入費等

必要時 

当該地域の通常実費加算可 

３ 救護班以外による検案 

実施 

当該地域の慣行料金の額以

内 

○次の範囲で実施 

１ 死体の洗浄、縫合、消毒等の

措置 

２ 死体の一時保存 

３ 検案（原則として救護班にお

いて実施） 
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根拠 

法令 
救援の種類 対  象 費用の限度額 備  考 

④ 

武力攻

撃によ

って住

居又は

その周

辺に運

ばれた

土石、竹

木等で、

日常生

活に著

しい支

障を及

ぼして

いるも

のの除

去 

障
害
物
の
除
去 

避難指示解除後又は武

力攻撃災害により新た

に被害を受けるおそれ

がなくなった後、居室、

炊事場生活に欠かせな

い場所又は玄関に障害

物が運びこまれている

ため一時的に居住でき

ない状態にあり、かつ自

らの資力では除去でき

ない者 

一世帯当り 

 １３４,８００円以内 

ロープ、スコップその他除去のた

め必要な機械、器具等の借上費又

は購入費、輸送費、賃金職員等雇

上費等 

  

救援のための輸送費及び賃金職員等雇上

費 

当該地域における通常の実

費 

１ 飲料水の供給 

２ 医療及び助産 

３ 被災者捜索、救出 

４ 死体捜索、処理 

５ 救済用物資の整理配分 

 
※１ この表は、国民保護法施行令第１０条第１項に基づき、内閣総理大臣が定めた「武力攻撃事態等にお

ける国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準（平成 25 年内閣府告示第

229 号、平成 28 年 4 月 1 日一部改正）」（以下「救援の程度及び基準」という。）において示されてい

る内容を整理したものである。 
 
※２ 根拠法令欄のローマ数字は、国民保護法第７５条第１項各号の号数を、○数字は国民保護法施行令第

９条各号の号数を示している。 
 
※３ 上記基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣が特別の基準を定める。 
 
※４ 救援を実施する都道府県知事は、上記基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理

大臣に対し、特別基準の設定について意見を申し出ることができる。 
 
参 考 

 
国民保護法第７５条（救援の実施） 
 第３号  救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 
 
国民保護法施行令第１０条（救援の程度、方法及び期間） 
 第１項  法第７５条第３項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）第３

条第１項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。 
 
 第２項  法第７５条第３項に規定する救援の期間は、法第７４条の規定による指示[救援の指示]があった日（法第７

５条第１項ただし書の場合[緊急を要し指示を待たずに救援を実施した場合]にあっては、その救援を開始した

日）から内閣総理大臣が定める日までとする。 
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                   【本編第 3 編第 5 章 72 頁参照】 
 

 
動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての 
基本的な考え方について  

 
１ 平素からの備え 

地方公共団体は、平素において、災害時における動物の管理等への備えと併せて、必要に応じ、以

下の措置の実施に努めるものとする。 
○ 危険動物等の逸走対策 
・地方公共団体は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号） 
第１６条の規定等に基づき、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物（以下「危険動

物」という。）等の所有者、飼養状況等について、あらかじめ把握すること。 
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、危険動物等が逸走した場合の連絡体制並びに関係機関

及び関係地方公共団体との役割分担の明確化や協力体制について、あらかじめ整備すること。 
○ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等 
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、所有者等が行う要避難地域等において飼養又は保管さ

れていた家庭動物等の適切な飼養又は保管の活動への支援や動物愛護管理センター等の活用等当該

地方公共団体が実施する措置に関し、連絡体制の整備や関係機関及び関係地方公共団体との役割分担

の明確化や協力体制について、あらかじめ整備すること。 
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、要避難地域における家庭動物等の保護等を行うために

ケージ（おり）等の必要な資材や飼料等の確保に関する取組（関係する企業等の連絡先の把握その他

の供給・調達体制の整備等）を行うこと。 
 
２ 武力攻撃事態等における動物の保護等 

地方公共団体は、武力攻撃事態等において、以下の措置を実施する者の安全の確保に十分配慮して、

可能な範囲で、関係機関及び関係地方公共団体と連携協力を図りながら、当該措置の実施に努めるも

のとする。 
○ 危険動物等の逸走対策 
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、危険動物等が逸走した場合は、住民及び避難住民への

周知並びに避難誘導を図ること。 
・地方公共団体は、逸走した危険動物等の迅速な捕獲等の必要な措置を行うこと。 
・地方公共団体は、逸走した危険動物等により住民及び避難住民に危害が及んだ場合には、迅速な救

援活動等を行うこと。 
○ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等 
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、所有者等が行う要避難地域等において飼養又は保管さ

れていた家庭動物等の保護の支援や負傷した家庭動物等の保護収容を行うとともに、家庭動物等につ

いての相談・助言等の必要な措置を実施すること。 
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、動物の愛護及び避難住民の精神的安定等を図る観点か

ら、所有者等が要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の飼養又は保管を避難所に

おいて行う場合には、その活動を支援するとともに、家庭動物等についての相談・助言等必要な措置

を実施すること。 
 

３ 緊急対処事態における動物の保護等 
緊急対処事態における動物の保護等については、１及び２に準ずるものとする。 

資料３－２ 

動物の保護等に関する通知 
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                          【本編第 3 編第７章 85 頁参照】 
 
 
 

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報 

の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 
 

（平成１７年３月２８日総務省令第４４号） 

最終改正：平成２７年９月１６日総務省令第７６号 

（安否情報の収集方法） 

第１条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２ 

号。以下「法」という。）第９４条第１項及び第２項（法第１８３条において準用する場合を含 

む。）の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民について 

は様式第１号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第２号を用いて行うものとす 

る。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。 

（安否情報の報告方法） 

第２条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成１６年政令第 

２７５号。以下「令」という。）第２５条第２項（令第５２条において準用する場合を含む。） 

の総務省令で定める方法は、法第９４条第１項及び第２項（法第１８３条において準用する場合 

を含む。）に規定する安否情報を様式第３号により記載した書面（電子的方式、磁気的方式その 

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。）の送付 

とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、 

電話その他の方法によることができる。 

（安否情報の照会方法） 

第３条 法第９５条第１項（法第１８３条において準用する場合を含む。次条において同じ。）の 

規定による安否情報の照会は、令第２６条第１項（令第５２条において準用する場合を含む。） 

に規定する事項を様式第４号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出する 

ことにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報に 

ついて照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができ 

ない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 

２ 法第９５条第１項（法第１８３条において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定 

により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は 

居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人 

登録証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２ 

５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の 

規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに 

足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書 

類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該 

安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適 

当と認める方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人 

であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な 

資料の提出を求めることができる。 
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（安否情報の回答方法） 

第４条 法第９５条第１項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に 

該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他 

必要な事項を様式第５号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただし、事 

態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法 

によることができる。 

（安否情報の提供） 

第５条 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の長が法第９ 

５条第１項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第９４条第２ 

項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村 

の長に対し、書面により提供することとする。 

附 則（平成１７年３月２８日総務省令第４４号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この省令は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 （平成１８年３月３１日総務省令第５０号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この省令は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、本則に１条を加える改正規定及 

び附則第２条の別表の改正規定のうち第５条に係る部分については、平成１９年４月１日から施 

行する。 

附 則 （平成２７年９月１６日総務省令第７６号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

（以下この条及び次条第１項において「番号利用法」という。）附則第１条第４号に掲げる規定 

の施行の日（平成２８年１月１日）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 略 

２ 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード（第５条の規定による改正前の 

住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。）は、番号利用法整備法第２０ 

条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第３０条の４４第９ 

項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。 

一及び二 略 

三 第１１条の規定による改正後の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並

びに安否情報の照会及び回答の手続きその他の必要な事項を定める省令第３条第２項 
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【本編第 2 編第 1 章 37 頁参照】 
 
 
                          

文京区特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律

第１１２号。以下「国民保護法」という。）及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関

するガイドライン（平成１７年８月２日閣副安危第３２１号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理

担当）付内閣参事官（事態法制企画担当）通知）に基づき、特殊標章及び身分証明書（以下「特殊標

章等」という。）の交付に関し、基準、手続その他の必要な事項を定めるものとする。 
 （用語の定義） 
第２条 この要綱における用語の意義は、国民保護法の例による。 
 （制式） 
第３条 特殊標章の制式は、別表のとおりとする。 
 （腕章等の交付） 
第４条 区長は、国民保護法第１６条の規定により国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」と

いう。）を実施するときは、区の職員のうち、国民保護措置に係る業務を行う者に対し、別表に定め

る腕章及び帽章並びに身分証明書（別記様式第１号）（以下「腕章等」という。）を交付するものとす

る。 
２ 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めたときは、前項に掲げる者に対し、腕章等を

交付することができる。 
３ 区長は、次に掲げる者が特殊標章等交付申請書（別記様式第２号）により申請した場合において、

その内容を審査し、適当であると認めたときは、腕章等を交付することができる。 
 ⑴ 区長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 
 ⑵ 区長が実施する国民保護措置に協力する者 
４ 区長は、腕章等を交付したときは、特殊標章等交付台帳（別記様式第３号）に登録するものとする。 
５ 身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用するときは、当該身分証明書を所持しなければな

らない。 
 （旗等の交付） 
第５条 区長は、必要があると認めたときは、前条の規定により腕章等の交付を受けた者に対し、その

業務又は協力のために使用する場所ごとに別表に定める旗を、車両、船舶、航空機等ごとに別表に定

める車両章を交付するものとする。 
２ 前項の場合において、旗及び車両章の登録の手続は、前条第４項の規定を準用する。 
 （特殊標章の貸与） 
第６条 区長は、国民保護措置に係る訓練を行うときは、第４条第１項の区の職員及び第２項各号に掲

げる者に対し、特殊標章を貸与することができる。 
 （特殊標章の特例交付） 
第７条 区長は、人命救助等のために特に緊急を要し、申請を待ついとまがないと認めたときは、第４

条第３項の規定に関わらず、同項各号に掲げる者に対し、特殊標章を交付することができる。 
２ 前項の場合において、特殊標章の登録の手続は、第４条第４項の規定を準用する。 
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 （特殊標章の再交付） 
第８条 特殊標章の交付を受けた者は、次に掲げるときは、特殊標章再交付申請書（別記様式第４号）

により速やかに区長に申請し、特殊標章の再交付を受けなければならない。 
 ⑴ 汚損し、又は破損したとき。 
 ⑵ 紛失したとき。 
２ 前項第１号の規定により特殊標章の再交付を受けた者は、汚損し、又は破損した特殊標章を返納し

なければならない。 
 （身分証明書の再交付） 
第９条 身分証明書の交付を受けた者は、次に掲げるときは、身分証明書再交付申請書（別記様式第５

号）により速やかに区長に申請し、身分証明書の再交付を受けなければならない。 
 ⑴ 汚損し、又は破損したとき。 
 ⑵ 紛失したとき。 
 ⑶ 記載事項に異動があったとき。 
２ 前項第１号又は第３号の規定により身分証明書の再交付を受けた者は、汚損し、若しくは破損し、

又は記載事項に異動があった身分証明書を返納しなければならない。 
 （身分証明書の有効期間） 
第１０条 次の各号に掲げる者の身分証明書の有効期間は、当該各号に定めるものとする。 
 ⑴ 第４条第１項又は第２項の規定により身分証明書の交付を受けた者 国民保護措置に係る業務

を解除されるまで 
 ⑵ 第４条第３項の規定により身分証明書の交付を受けた者 武力攻撃事態等の状況及び国民保護

措置の内容に鑑み、区長が必要があると認めた期間 
２ 身分証明書の更新手続は、前条の規定を準用する。 
 （特殊標章及び身分証明書の返納） 
第１１条 前条第１項の規定により身分証明書が失効した者は、速やかに特殊標章等を返納しなければ

ならない。 
２ 第６条の規定により特殊標章の貸与又は第７条の規定により特殊標章の交付を受けた者は、当該事

由が終了したときは、速やかに特殊標章を返納しなければならない。 
 （濫用の禁止） 
第１２条 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る業務若しくは協力又は国民保護措置に

係る訓練その他区長が必要があると認めたときを除き、特殊標章等を使用してはならない。 
２ 特殊標章等の交付を受けた者は、当該特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 
 （周知） 
第１３条 区長は、特殊標章等の交付を受けた者に対し、その意義及び使用、管理等について説明を行

い、周知を図るものとする。 
 （雑則） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、赤十字標章等及び特殊標章

等に係る事務の運用に関するガイドラインに定めるところによる。 
第１５条 区における特殊標章等の交付に係る事務は、総務部危機管理課において行う。 
 
   付 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
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別表(第３条関係) 
 
 
 

 
 

区分 表示 制式 

表示の位置 形状 

腕章 左腕に表示する。 

 

1 オレンジ色地に青色の正三角形とする。 
2 三角形の一の角が垂直に上を向いてい

る。 
3 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁

に接していない。 
※一連の登録番号を表面右下隅に付する。 

帽章 帽子(ヘルメットを含

む。)の前部中央に表示

する。 
旗 施設の平面においては

展張、掲揚又は表示す

る。船舶においては、掲

揚又は表示する。 
車両章 車両の両側面及び後面

に表示する。 

航空機の両側面に表示

する。 
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別記様式第 1 号(第４条関係) 
 

表 
 

                             
 

身 分 証 明 書 
IDENTITY CARD 

 
 

国民保護措置に係る職務等を行う者用 
for civil defence personnel 

 
氏名／Name                           
 
生年月日／Date of birth                      
 
この証明書の所持者は、次の資格において、1949 年 8 月 12 日のジュネーヴ諸条約及び 1949 年 8 月 12 日の

ジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書 I）によって保護される。 
 
The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and by the Protocol 
Additional to the Geneve Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I) in his capacity as  
 

  
 

  
 
交付等の年月日／Date of issue           証明書番号／No. of card            
 
                許可権者の署名／Signature of issuing authority 
 
 
 
有効期限の満了日／Date of expiry           
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裏 
 
身長／Height 
              

眼の色／Eyes 
               

頭髪の色／Hair 
             

 
その他の特徴又は情報／Other distinguishing markes or information 
 
 
 
血液型／Blood type                                
 
 
                                         
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

所持者の写真／PHOTO OF HOLDER 

 
印章／Stamp 

 
所持者の署名／Signature of holder 
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別記様式第２号(第４条関係) 
 

     特殊標章等交付申請書 
 

年  月  日 
 

文京区長 殿 
  

    私は、文京区特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱第４条の規定により、特殊標章等 
の交付を以下のとおり申請します。 
氏名：(漢 字) 
                            
 
   (ローマ字)                    

生年月日(西暦) 
 
 
    年  月  日 

申請者の連絡先 
 住 所：〒                       
 
                              
 
 電話番号：             
 
 E―mail ：                    

 
 

写 真 
 
縦 4×横 3cm 

(身分証明書の

交付又は使用許

可の場合のみ) 

  

  
識別のための情報(身分証明書の交付又は使用許可の場合のみ記載) 
 身 長：     cm       眼の色：       
 
 頭髪の色：             血液型：      (Rh 因子     ) 
標章を使用する衣服、場所、車両、船舶、航空機等の概要及び使用する標章の数等 
(標章の交付又は使用許可の場合のみ記載) 
 
                                        
 
                                        
(許可権者使用欄) 
 資格：                                   
 証明書番号：             交付等の年月日：           
 有効期間の満了日：           
 返納日：           
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別記様式第４号(第８条関係) 
 

  特殊標章再交付申請書 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年  月  日 
 
文京区長 殿 

       
 
申 請 者               

住 所         (電話    )  

 
氏 名              ㊞ 

 
1 旧特殊標章の種別及び登録番号 
 
2 再交付の理由（汚損、破損若しくは紛失した日時・状況・理由） 
 
3 その他必要な事項 
 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 
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別記様式第５号(第９条関係) 
 

 身分証明書再交付申請書 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 

 
 文京区長 殿 
 

申 請 者               

住 所         (電話    )  

 
氏 名              ㊞  

 
1 旧身分証明書番号 
 
2 再交付の理由（汚損、破損又若しくは紛失した日時・状況・理由又は異動事由） 
 
3 その他必要な事項 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 
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                     【本編第 2 編第 1 章 36 頁参照】 
 
 

 

国民保護法第１５８条第１項の身分証明書 
 

[赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成１７年８月２日付閣副安危第３２１

号各都道府県国民保護主管部長あて内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態法制企画

担当）通知)３(３)②に定められる様式４] 
 

[様式４] 
 

表面                                   裏面 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル）） 

印章/Stamp 

眼の色/Eyes           頭髪の色/Hair          

所持者の写真 

/PHOTO OF HOLDER 

身長/Height           

所持者の署名/Signature of holder 

その他の特徴又は情報/Other distinguishing marks or information: 
 

血液型/Blood type 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

国民保護措置に係る職務等を行う者用
for civil defence personnel 

氏名/Name                                                    

生年月日/Date of birth                                          

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年８

月１２日のジュネーヴ諸条約及び１９４９年８月１２日のジ

ュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する

追加議定書（議定書Ⅰ)によって保護される。 
The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12August

1949 and by the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August  

1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed

Conflicts（Protocol I） in his capacity as 

                                                                   

                                                                   

交付等の年月日/Date of issue               証明書番号/No. of card            

許可権者の署名/Signature of issuing authority 

 

 有効期間の満了日/Date of expiry                 

身 分 証 明 書
 IDENTITY CARD 

（この証明書を交付等

する許可権者の名を記

載するための余白） 

 
 

資料４－２ 

特殊標章及び身分証明書 
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（抜粋） 

（平成１６年６月１８日法律第１１２号）  

最終改正 平成２７年９月３０日法律第７６号 

第一章 総則 

  第一節 通則 

（目的） 

第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並び 

 に武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、

これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民

等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関す

る法律（平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。）と相まって、国全体として万全

の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、 

「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の

意義は、それぞれ事態対処法第一条、第二条第一号から第七号まで（第三号及び第四号を除く。）、

第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。 

２ この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、

医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社（地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号）

第一条の地方道路公社をいう。）その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項の地方独立行政法人をいう。）で、あらか

じめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。 

３ この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるま

での間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に

基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、

又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにする

ための措置（第六号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定

に基づいて実施するものを含む。）をいう。 

 一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置 

 二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置 

 三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置 

 四 運送及び通信に関する措置 

 五 国民の生活の安定に関する措置 

 六 被害の復旧に関する措置 

４ この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、

火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 

資料５－１ 

国民保護法（抜粋） 
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（国、地方公共団体等の責務）  

第三条 国は、国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ、国民の保護のため

の措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、武力攻撃事態等においては、その組織及び機

能のすべてを挙げて自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指

定公共機関が実施する国民の保護のための措置を的確かつ迅速に支援し、並びに国民の保護のための

措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を

有する。 

２ 地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基

づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該

地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を

有する。 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、この法律で定めるところによ

り、その業務について、国民の保護のための措置を実施する責務を有する。 

４ 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置を実施す

るに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。 

（国民の協力等） 

第四条 国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、

必要な協力をするよう努めるものとする。 

２ 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたる

ことがあってはならない。 

３ 国及び地方公共団体は、自主防災組織（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二

条の二第二号の自主防災組織をいう。以下同じ。）及びボランティアにより行われる国民の保護のた

めの措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。 

（基本的人権の尊重） 

第五条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が

尊重されなければならない。 

２ 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加え

られるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに

限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、

並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。 

（国民の権利利益の迅速な救済） 

第六条 国及び地方公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための

措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速

に処理するよう努めなければならない。 

（日本赤十字社の自主性の尊重等） 

第七条 国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特

性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、放送事業者（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二十六号

の放送事業者をいう。以下同じ。）である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護

のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。 
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（国民に対する情報の提供） 

第八条 国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に

対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。 

２ 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する

情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよ

う努めなけれならない。 

（留意事項） 

第九条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者

の保護について留意しなければならない。 

２ 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道

法の的確な実施を確保しなければならない。 

  第二節 国民の保護のための措置の実施 

第十条～第十五条（略） 

（市町村の実施する国民の保護のための措置） 

第十六条 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三

十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区

域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。 

 一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置 

 二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 

 三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への

対処に関する措置 

 四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置 

 五 武力攻撃災害の復旧に関する措置 

２ 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づ

き、前項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌

事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。 

３ 市町村の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関

（以下「市町村長等」という。）が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとす

る。 

４ 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措

置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その所掌事務

に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。 

５ 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措

置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第十一条

第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。 

第十七条～第十九条（略） 

（自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等） 

第二十条 市町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必

要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第十五条第一項の規定による要請を行うよう求める

ことができる。 
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２ 市町村長は、前項の規定による求めができないときは、その旨及び当該市町村の区域に係る国民の

保護のための措置を円滑に実施するため必要があると認める事項を防衛大臣に連絡することができる。

この場合において、防衛大臣は、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。 

第二十一条～第二十三条（略） 

  第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制 

第二十四条～第二十六条（略） 

（都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務） 

第二十七条 第二十五条第二項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第

三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第三十五条第一項の規定による

市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、都道府県国民保護対策本部（以下

「都道府県対策本部」という。）及び市町村国民保護対策本部（以下「市町村対策本部」という。）

を設置しなければならない。 

２（略） 

３ 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合

的な推進に関する事務をつかさどる。 

 （都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織） 

第二十八条 １～３（略） 

４ 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。 

 一 副市町村長 

 二 市町村教育委員会の教育長 

 三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かない市町村にあ

っては、消防団長） 

 四 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者 

５ 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。 

６ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都

道府県又は市町村の職員以外の者を都道府県対策本部又は市町村対策本部の会議に出席させることが

できる。 

７（略） 

８ 都道府県知事又は市町村長は、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画

又は第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府

県対策本部又は市町村対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって当該都道府

県対策本部又は市町村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。 

 （都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限） 

第二十九条 １～４（略） 

５ 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する

ため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための

措置に関する総合調整を行うことができる。 

６ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並び

に指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行うよ

う要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、

所要の総合調整を行わなければならない。 
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７ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関

及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する第四項の規定による要請を行うよう求

めることができる。 

８ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第一項又は第五項の規定による総合調整を行うため

必要があると認めるときは、対策本部長又は都道府県対策本部長に対し、それぞれ当該都道府県又は

市町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

９ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第一項又は第五項の規定による総合調整を行うため

必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区

域に係る国民の保護のための措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。 

10 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、都道府県対策本部長にあっては当該都道府県警察及

び当該都道府県の教育委員会に対し、市町村対策本部長にあっては当該市町村の教育委員会に対し、

それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要な限度に

おいて、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

11 都道府県知事等又は市町村長等は、都道府県対策本部又は市町村対策本部の設置の有無にかかわら

ず、この法律で定めるところにより、国民の保護のための措置を実施することができる。 

第三十条～第三十一条（略） 

  第四節 国民の保護に関する基本指針等 

第三十二条～第三十四条（略） 

 （市町村の国民の保護に関する計画）  

第三十五条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作

成しなければならない。 

２ 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 

 一 当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 

 二 市町村が実施する第十六条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事項 

 三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 

 四 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 

 五 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事   

  項 

 六 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し市町村長が

必要と認める事項 

３ 市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関す

る計画、都道府県の国民の保護に関する計画及び他の市町村の国民の保護に関する計画との整合性の

確保を図るよう努めなければならない。 

４ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある事項

を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。 

５ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し

なければならない。 

６ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告すると

ともに、公表しなければならない。 

７ 第三十三条第六項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用

する。 
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８ 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、

第五項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 

第三十六条（略） 

  第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会 

第三十七条～第三十八条（略） 

 （市町村協議会の設置及び所掌事務） 

第三十九条 市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の

国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会（以

下この条及び次条において「市町村協議会」という。）を置く。 

２ 市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審

議すること。 

 二 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。 

３ 市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変

更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める

軽微な変更については、この限りでない。 

４ 第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。 

 （市町村協議会の組織） 

第四十条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市町村長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 

 一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 

 二 自衛隊に所属する者（任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。） 

 三 当該市町村の属する都道府県の職員 

 四 当該市町村の副市町村長 

 五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防

吏員（消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長） 

 六 当該市町村の職員（前二号に掲げる者を除く。） 

 七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 

 八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 

５ 第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。 

６ 市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

７ 第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第七項中

「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区

域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」

と読み替えるものとする。 

８ 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定

める。 

  第六節 組織の整備、訓練等 

第四十一条～第四十三条（略） 

  第二章 住民の避難に関する措置 
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   第一節 警報の発令等 

第四十四条～第五十一条（略） 

  第二節 避難の指示等 

第五十二条～第六十条（略） 

  第三節 避難住民の誘導 

 （避難実施要領） 

第六十一条 市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関す

る計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければなら

ない。 

２ 前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。 

 一 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

 二  避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関す

る事項 

三 前二号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項 

３ 市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、

直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機

関、当該市町村の区域を管轄する消防長（消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長）、警察

署長、海上保安部長等（政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。）及び政令

で定める自衛隊の部隊等の長並びにその他の関係機関に通知しなければならない。 

４ 第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民及び関係のあ

る公私の団体に伝達する場合について準用する。 

 （市町村長による避難住民の誘導等） 

第六十二条  市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及

び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。 

２ 消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合（以下「消防組合」という。）の

管理者又は長（地方自治法第二百八十七条の三第二項（同法第二百九十一条の十三において準用する

場合を含む。）の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同

じ。）は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項の規定により避難住民を誘導するときは、当該

市町村の避難実施要領で定めるところにより、当該消防組合の消防長及び消防団長を指揮し、当該市

町村と協力して、避難住民を誘導しなければならない。 

３ 前二項の場合において、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。 

４ 第二項の場合において、当該消防組合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関

し特に必要があると認めるときは、当該消防組合の管理者又は長に対し、当該消防組合の消防長又は

消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めることができる。 

５ 前三項の規定は、消防に関する事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避

難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、第二項中「消防に関する事務の全部又

は一部を処理する地方公共団体の組合（以下「消防組合」という。）の管理者又は長（地方自治法第

二百八十七条の三第二項（同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。）の規定により

管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。）」とあり、前項中「消

防組合の管理者又は長」とあるのは「委託を受けた地方公共団体の長」と、第二項及び前項中「当該

消防組合を組織する市町村」とあるのは「委託した市町村」と、「当該市町村」とあるのは「当該委
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託した市町村」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「当該委託を受けた地方公共団体の消防長」

と読み替えるものとする。 

６ 市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供そ

の他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

第六十三条～第六十九条（略） 

 （避難住民の誘導への協力） 

第七十条 避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項若しくは第二項（同条第五項において準用

する場合を含む。）若しくは第六十七条第三項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第四項の

規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難

住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。 

２ 前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助す

る者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に

配慮しなければならない。 

３ 前二項の規定は、前条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。 

第七十一条～第七十三条（略） 

  第三章 避難住民等の救援に関する措置 

  第一節 救援 

第七十四条～第七十九条（略） 

（救援への協力） 

第八十条 都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援

を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請するこ

とができる。 

２ 前項の場合において、都道府県知事及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助に

ついて協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 

 （物資の売渡しの要請等） 

第八十一条 都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資（医

薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第一項及び第八十四条第一項において単に「物

資」という。）であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの（以下

「特定物資」という。）について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができ

る。 

２ 前項の場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じない

ときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用

することができる。 

３ 都道府県知事は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、

当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資

の保管を命ずることができる。 

４（略） 

（土地等の使用） 

第八十二条 都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を

行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資（以下この条及び第八十四条

第一項において「土地等」という。）を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及

び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。 
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２ 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又

は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、

都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを

目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、

同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。 

第八十三条～第九十三条（略） 

（市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集） 

第九十四条 市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負

傷した住民（当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含

む。）の安否に関する情報（以下「安否情報」という。）を収集し、及び整理するよう努めるととも

に、都道府県知事に対し、適時に、当該安否情報を報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた安否情報を整理するほか、必要に応じて自ら安否

情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、総務大臣に対し、遅滞なく、これらの安否情報を

報告しなければならない。 

３ 安否情報を保有する関係機関は、前二項の規定による安否情報の収集に協力するよう努めなければ

ならない。 

第九十五条～第九十六条（略） 

  第四章 武力攻撃災害への対処に関する措置 

  第一節 通則 

第九十七条～第百一条（略） 

  第二節 応急措置等 

第百二条（略） 

 （危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止） 

第百三条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等に

おいて、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は

財産に対する危険が生ずるおそれがある物質（生物を含む。）で政令で定めるもの（以下この条及び

第百七条において「危険物質等」という。）に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると

認めるときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画で定める

ところにより、当該危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 前項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、

危険物質等の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者（次項及び第四項において「危

険物質等の取扱者」という。）に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求めることができる。 

３ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等におい

て、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で

定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置のうち政令で定めるものを講ずべき

ことを命ずることができる。 

 一 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限  

 二 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限 

 三 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄  

４～５（略） 

第百四条～第百六条（略） 
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 （放射性物質等による汚染の拡大の防止） 

第百七条 内閣総理大臣は、武力攻撃に伴って放射性物質、放射線、サリン等（サリン等による人身被

害の防止に関する法律（平成七年法律第七十八号）第二条に規定するサリン等をいう。）若しくはこ

れと同等以上の毒性を有すると認められる化学物質、生物剤（細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の

開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律（昭和五十七年法律第六十

一号）第二条第一項に規定する生物剤をいう。）若しくは毒素（同条第二項に規定する毒素をいう。）

又は危険物質等による汚染（以下単に「汚染」という。）が生じたことにより、人の生命、身体又は

財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、

汚染の発生の原因となる物の撤去、汚染の除去その他汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じさ

せなければならない。この場合において、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があ

ると認めるときは、併せて被災者の救難及び救助に関する措置その他必要な措置を講じさせなければ

ならない。 

２ 前項前段の場合において、内閣総理大臣は、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要

があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、汚染の拡大を防止するため必要な協力を要請する

ことができる。 

３（略） 

第百八条 前条第一項又は第二項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところ

により、次に掲げる措置を講ずることができる。 

 一 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当該物

件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。 

 二 汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用若しくは給

水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。 

 三 汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。 

 四 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。 

 五 汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物

を封鎖すること。 

 六 汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。 

２（略） 

第百九条～第百十二条（略） 

 （応急公用負担等） 

第百十三条 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めると

きは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使

用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、武

力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障と

なるもの（以下この項及び次項において「工作物等」という。）の除去その他必要な措置を講ずるこ

とができる。この場合において、工作物等を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならな

い。 

３～４（略） 
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５ 災害対策基本法第六十四条第七項から第十項までの規定は、第一項及び第二項前段の場合について

準用する。この場合において、同条第七項及び第九項中「前条第二項」とあるのは「災害対策基本法

第六十三条第二項」と、同条第七項において準用する同法第六十三条第二項中「その委任を受けて同

項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の吏員が現場にいないとき」とあるのは「都道府県知事

による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき」と、「要求」とあるのは「要請」と、

同法第六十四条第八項及び第九項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動等を

命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と、同項及び同条第十項中「警察署長等」とあるのは「警察署

長若しくは海上保安部長等」と、同条第九項中「内閣府令で定める」とあるのは「政令で定める」と、

同条第十項中「政令で定める管区海上保安本部の事務所の長」とあるのは「海上保安部長等」と読み

替えるものとする。 

第百十四条（略） 

（消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力） 

第百十五条 市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員

又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関

する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に

対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。 

２ 前項の場合において、市町村長その他同項に規定する者は、その要請を受けて武力攻撃災害への対

処に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければなら

ない。 

第百十六条～第百二十二条（略） 

（保健衛生の確保への協力） 

第百二十三条 地方公共団体の長又はその職員は、武力攻撃災害の発生により当該地方公共団体の区域

内における住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認め

るときは、当該地方公共団体の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請する

ことができる｡ 

２ 前項の場合において、地方公共団体の長及びその職員は、その要請を受けて住民の健康の保持又は

環境衛生の確保に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮し

なければならない。 

第百二十四条～第百二十五条（略） 

  第三節 被災情報の収集等 

第百二十六条～第百二十八条（略） 

  第五章 国民生活の安定に関する措置等 

  第一節 国民生活の安定に関する措置 

第百二十九条～第百三十三条（略） 

  第二節 生活基盤等の確保に関する措置 

第百三十四条～第百三十八条（略） 

  第三節 応急の復旧 

第百三十九条～第百五十八条（略） 

 （損失補償等） 

第百五十九条 国及び地方公共団体は、第八十一条第二項、第三項若しくは第四項（同条第一項に係る

部分を除く。）、第八十二条、第百十三条第一項若しくは第三項（同条第一項に係る部分に限る。）、

資料編 ― 40 ―



資料編－41－ 
 

同条第五項（同条第一項に係る部分に限る。）において準用する災害対策基本法第六十四条第七項若

しくは第八項、第百二十五条第四項又は第百五十五条第二項において準用する同法第七十六条の三第

二項後段（同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。）の規定による処分が行われたとき

は、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

２～３（略） 

 （損害補償） 

第百六十条 国及び地方公共団体は、第七十条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）、

第八十条第一項、第百十五条第一項又は第百二十三条第一項の規定による要請を受けて国民の保護の

ための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若し

くは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

２ 都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従っ

て医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態とな

ったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因

によって受ける損害を補償しなければならない。 

３ 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。 

第百六十一条～第百七十四条（略） 

（国民の権利利益の迅速な救済） 

第百七十五条 国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に

係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理

するよう努めなければならない。 

（以下略） 
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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立 

並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（抜粋） 
 

（平成１５年６月１３日法律第７９号） 

最終改正：平成２７年９月３０日法律第７６号 

 第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、武力攻撃事態等（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。）及び

存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本と

なる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、も

って我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律（第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ（１）を除く。）において、 

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

 二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認

められるに至った事態をいう。 

 三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに

至った事態をいう。 

 四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の

存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

をいう。 

 五 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 

  イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項及び第二

項に規定する機関並びに国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定す

る機関 

  ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十六

条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関 

  ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法

第八条の二に規定する機関 

  ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関 

 六 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第四十三条及び第五十七条（宮

内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。）並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家

行政組織法第九条の地方支分部局をいう。）その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをい

う。 

 七 指定公共機関 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に

規定する独立行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及

び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。 

八 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、

地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。 

資料５－２ 
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  イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置 

   (1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動 

   (2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国と

の間の相互協力及び安全保障条約（以下「日米安保条約」という。）に従って武力攻撃を排除

するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供

その他の措置 

   (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置 

  ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経

済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に

応じて実施する次に掲げる措置 

   (1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置 

   (2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置 

  ハ 存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置 

   (1) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅か

され、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの（以下

「存立危機武力攻撃」という。）を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊

等の展開その他の行動 

   (2) (1)に掲げる自衛隊の行動及び外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して存立危機武力攻撃を

排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の

提供その他の措置 

   (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置 

  ニ 存立危機武力攻撃による深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体及び財産を保護するため、

又は存立危機武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小と

なるようにするために存立危機事態の推移に応じて実施する公共的な施設の保安の確保、生活関

連物資等の安定供給その他の措置 

（武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念） 

第三条 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、

国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。 

２～７ 略 

（国の責務） 

第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等及び存立危

機事態において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有

することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等及び存

立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。 

２ 国は、前項の責務を果たすため、武力攻撃事態等及び存立危機事態への円滑かつ効果的な対処が可

能となるよう、関係機関が行うこれらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な

連携協力の確保に資する施策を実施するものとする。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財

産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、

武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。 
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（指定公共機関の責務） 

第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処

に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。 

（国と地方公共団体との役割分担） 

第七条 武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主

要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、

身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とす

るものとする。 

（国民の協力） 

第八条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体

又は指定公共機関が武力攻撃事態等において対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努める

ものとする。 

第二章 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための手続等 

（対処基本方針） 

第九条 政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態

への対処に関する基本的な方針（以下「対処基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

 一 対処すべき事態に関する次に掲げる事項 

  イ 事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態

であることの認定及び当該認定の前提となった事実 

  ロ 事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全う

し、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認

められる理由 

 二 当該武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する全般的な方針 

 三 対処措置に関する重要事項 

（以下略） 
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文京区国民保護協議会条例 

平成１８年３月９日条例第５号 

（趣旨） 
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年

法律第百十二号）第四十条第八項の規定に基づき、文京区国民保護協議会（以下「協議会」とい

う。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（委員及び専門委員） 

第二条 協議会は、五十五人以内の委員をもって組織する。 
２ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 
（会長の職務代理） 

第三条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 
（会議） 

第四条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
（幹事） 

第五条 協議会に五十五人以内の幹事を置くことができる。 
２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから区長が任命し、又は委嘱する。 
３ 幹事は、委員及び専門委員を補佐する。 
（部会） 

第六条 協議会に部会を置くことができる。 
２ 部会は、委員及び専門委員のうちから会長が指名する者で構成する。 
３ 部会に部会長を置き、委員のうちから会長が指名する。 
４ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があ

らかじめ指名する者がその職務を代理する。 
（委任） 

第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 
付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

資料５－３ 

文京区国民保護協議会条例 
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文京区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

平成１８年３月９日条例第６号 

（趣旨） 
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年

法律第百十二号。以下「法」という。）第三十一条及び法第百八十三条の規定に基づき、文京区国

民保護対策本部（以下「保護本部」という。）及び文京区緊急対処事態対策本部に関し、必要な事

項を定めるものとする。 
（職員） 

第二条 保護本部に国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）、国民保護対策副本部長（以下

「副本部長」という。）及び国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）のほか、必要な職員

を置く。 
（組織） 

第三条 保護本部に本部長室及び部を置く。 
２ 部に部長を置く。 
３ 本部長室及び部の職員は、規則で定める。 
（職務） 

第四条 本部長は、保護本部の事務を総括する。 
２ 副本部長は、本部長を補佐する。 
３ 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 
４ 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 
５ その他の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。 
（会議） 

第五条 本部長は、必要に応じ、保護本部の会議（以下「会議」という。）を招集する。 
２ 本部長は、法第二十八条第六項の規定により会議に出席させた者に意見を求めることができる。 
（国民保護現地対策本部） 

第六条 法第二十八条第八項に規定する国民保護現地対策本部に、国民保護現地対策本部長、国民

保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指

名する者をもって充てる。 
２ 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。 
３ 国民保護現地対策本部員その他の職員は、国民保護現地対策本部の事務に従事する。 
（委任） 

第七条 この条例に定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、規則で定める。 
（緊急対処事態対策本部） 

第八条 第二条から前条までの規定は、文京区緊急対処事態対策本部について準用する。 
付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

資料５－４ 

文京区国民保護対策本部条例 
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